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もやせないごみ（赤色の袋）に入れる主なもの

金物・小型家電・硬質プラスチック（紫色の袋）に入れる主なもの

市
で
は
、
災
害
対
策
基
本
法

が
改
正
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
災

害
発
生
時
に
自
ら
避
難
す
る
こ

と
が
困
難
で
、
特
に
支
援
を
要

す
る
人
（
避
難
行
動
要
支
援
者
）

を
『
避
難
行
動
要
支
援
者
名
簿
』

に
登
録
し
、
支
援
体
制
を
整
備

し
ま
す
。

『
避
難
行
動
要
支
援
者
名
簿
』

は
、
災
害
発
生
時
に
安
否
確
認

や
避
難
誘
導
な
ど
に
活
用
す
る

た
め
、
避
難
支
援
等
関
係
者

（
千
葉
県
警
察
、
佐
倉
市
八
街

市
酒
々
井
町
消
防
組
合
、
民
生

委
員
、
自
主
防
災
組
織
、
自
治

会
・
町
内
会
な
ど
）
に
提
供
さ

れ
ま
す
。

避
難
行
動
要
支
援
者
の
対
象

者
は
次
の
と
お
り
で
す
。

対
象
者

①
要
介
護
認
定
者

・
介
護
保
険
で
要
介
護
１
か
ら 

要
介
護
５
の
認
定
を
受
け
て

い
る
者
（
第
二
号
被
保
険
者

を
含
む
）

②
障
が
い
者

・
身
体
障
害
者
手
帳
１
級
ま
た

は
２
級
を
所
持
し
て
い
る
者

・
療
育
手
帳
Ⓐ
ま
た
は
Ａ
を
所

持
し
て
い
る
者

・
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳 

１
級
を
所
持
し
て
い
る
者

対
象
者
に
は
担
当
課
よ
り
「
登

録
通
知
書
」
「
平
常
時
に
お
け

る
名
簿
情
報
提
供
に
つ
い
て
の

同
意
書
」
を
送
付
し
て
お
り
ま

す
。平

常
時
に
お
け
る
名
簿
情
報

の
提
供
に
同
意
す
る
場
合
は
、

同
意
書
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

対
象
者
で
は
な
い
が
、
災
害

時
に
自
力
で
避
難
す
る
こ
と
が

困
難
な
方
（
65
歳
以
上
で
一
人

暮
ら
し
の
方
、
高
齢
者
の
み
の

世
帯
、
難
病
患
者
な
ど
）
で
、

避
難
支
援
等
関
係
者
に
よ
る
避

難
支
援
等
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、

担
当
課
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先

①
要
介
護
認
定
者
・
高
齢
者

高
齢
者
福
祉
課

☎
４
４
３
│
１
２
０
７

②
障
が
い
者
・
難
病
患
者

障
が
い
福
祉
課

☎
４
４
３
│
１
６
４
９

地
域
で
支
え
あ
う
避
難
行
動
要
支
援
者

支
援
体
制
の
整
備
に
取
り
組
み
ま
す

地
域
で
支
え
あ
う
避
難
行
動
要
支
援
者

支
援
体
制
の
整
備
に
取
り
組
み
ま
す

市
立
保
育
園
に
勤
務
す
る
臨

時
職
員
の
登
録
希
望
者
を
募
集

し
て
い
ま
す
。

登
録
希
望
者
の
方
は
、
履
歴

書
（
写
真
貼
付
）
と
資
格
証
を

持
参
し
た
う
え
応
募
し
て
く
だ

さ
い
。

採
用
は
、
登
録
者
の
中
か
ら

面
接
の
う
え
、
決
定
し
ま
す
。

募
集
職
種
・
人
数
な
ど

《
保
育
士
・
幼
稚
園
教
諭
》

人
数

市
内
保
育
園
８
人

賃
金

時
給
１
２
０
０
円

勤
務
時
間

月
曜
日
〜
土
曜
日
（
週
５
日
）

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時

ま
た
は
、
午
前
９
時
30
分
〜

午
後
６
時

※
シ
フ
ト
勤
務
で
、
週
１
〜
２

回
程
度
の
早
番
、
遅
番
が
あ
り

ま
す
。

資
格

保
育
士
資
格
ま
た
は

幼
稚
園
教
諭
免
許

雇
用
期
間

９
月
30
日
ま
で

※
雇
用
期
間
を
更
新
す
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。

《
看
護
師
》

人
数

交
進
保
育
園

１
人

二
州
第
一
保
育
園
１
人

二
州
第
二
保
育
園
１
人

賃
金

時
給
１
２
３
０
円

勤
務
時
間

月
曜
日
〜
土
曜
日
（
週
５
日
）

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時

資
格

看
護
師
（
准
看
護
師
）

資
格

雇
用
期
間

９
月
30
日
ま
で

※
雇
用
期
間
を
更
新
す
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。

※
乳
児
の
保
育
が
主
な
業
務
で

す
。

《
短
時
間
保
育
士
》

人
数

市
内
保
育
園
６
人

賃
金

時
給
１
１
４
０
円

勤
務
時
間

月
曜
日
〜
土
曜
日

午
前
７
時
〜
10
時

ま
た
は
、
午
後
４
時
〜
７
時

（
土
曜
日
は
午
後
６
時
ま
で
）

※
週
20
時
間
未
満
の
勤
務
。

※
勤
務
時
間
・
日
数
に
つ
い
て

は
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

資
格

保
育
士
資
格

雇
用
期
間

平
成
30
年
３
月
31
日
ま
で

《
時
間
外
保
育
嘱
託
員
》

人
数

市
内
保
育
園
３
人

賃
金

時
給
９
４
０
円

勤
務
時
間

月
曜
日
〜
土
曜
日

午
前
７
時
〜
９
時
30
分

午
後
３
時
30
分
〜
７
時

※
土
曜
日
は
午
後
６
時
ま
で
の

勤
務
で
す
。

※
週
20
時
間
未
満
の
勤
務
。

雇
用
期
間

平
成
30
年
３
月
31
日
ま
で

※

保
育
士
資
格
不
要

子
育
て
支
援
課

☎
４
４
３
│
１
６
９
３

平
成
29
年
度
市
立
保
育
園
の
臨
時
職
員
を
募
集

平
成
29
年
度
市
立
保
育
園
の
臨
時
職
員
を
募
集

も
や
せ
な
い
ご
み
（
赤
色
の

袋
）
は
処
分
場
に
埋
め
立
て
ら

れ
、
金
物
・
小
型
家
電
・
硬
質

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
（
紫
色
の
袋
）

は
リ
サ
イ
ク
ル
さ
れ
ま
す
。

埋
め
立
て
ご
み
を
減
ら
し
、

リ
サ
イ
ク
ル
を
推
進
す
る
た
め
、

ご
み
の
分
別
に
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

赤
色
の
ご
み
袋
、
紫
色
の
ご

み
袋
に
入
れ
る
主
な
も
の
は
、

次
の
と
お
り
で
す
。

ク
リ
ー
ン
推
進
課

☎
４
４
３
│
６

埋
め
立
て
ご
み
と
再
生
ご
み
の
分
別
に
ご
協
力
を

埋
め
立
て
ご
み
と
再
生
ご
み
の
分
別
に
ご
協
力
を

陶磁器
ガラス類

ひげそり・
カミソリなど
おもちゃ

茶わん、皿、植木鉢
板ガラス、鏡、ガラス製品
（飲料ビンを除く）
※刃物とプラスチックやゴムなどが一
体で、分解・分別できない製品
※どうしても分解・分別できない製品

※包丁などの危険物は、新聞紙などに包んでください。

金物の製品

かたいプラス
チックのみの
製品

傘

おもちゃ
（分解して入
れる製品）
ＣＤ・ＤＶＤ
本体とケース
カセットテープ・ビ
デオテープのケース

小型家電

なべ、フライパン、包丁、お玉、水筒、か
なづちなどの道具、金属ネジ類、針金ハン
ガー、菓子入れなどの大きな缶製品
プラスチック製のまな板、タッパー本体、
弁当箱（使いすてではないもの）、プラン
ター、ポリバケツ、ポリタンク
※分解して、中の棒や骨（金属の部分）は
金物の袋（紫色）に入れ、傘布（布・ビニ
ール類）はもやせるごみで出してください。
※鉄やゴムは分別し、鉄は金物の袋（紫色）
に入れ、ゴムはもやせるごみで出してくだ
さい。
※本体とケースを分け、紙類は取り除き雑
がみとして出してください。
※テープ本体はもやせるごみで出してくだ
さい。
炊飯器、電子ポット、ラジオ、ドライヤー
※コードは根元から切って袋に入れてくだ
さい。

☎
４
４
３
│
６

ご
協
力

お
願
い

し
ま
す

☎
４
４
３
│
１
６
９
３

桜並木のご案内桜並木のご案内

佐倉市との行政境

桜の並木
クリーンセンター

用草公民館

スポーツプラザ

第19分団消防機庫

用草・根古谷地区に
は桜の並木があり、３
月下旬ごろから４月上
旬ごろまでが見ごろと
なります。

問
い
合
わ
せ

問

日
時

時

会
場

場

内
容

内

対
象

対

定
員

定

参
加
費

費

申
し
込
み

申

締
め
切
り

〆

記
号
の
見
方

持
ち
物

持

４
４
４
│
０
８
１
５

問

問


